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○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
五
号

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、

改
修
工
事
対
象
住
宅
の
う
ち
居
室
、
調
理
室
、
浴
室
、
便
所
そ
の
他
の
室
で
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て

定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
う
ち
居
室
、
調
理
室
、
浴
室

、
便
所
そ
の
他
の
室
で
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

一

居
室

二

調
理
室

三

浴
室

四

便
所

五

洗
面
所

六

納
戸

七

玄
関
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八

廊
下

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


